
【別添】

長崎県　漁業権に関する情報一覧 20210706更新

【定置漁業権】

区　　　域 基　　　点 点

北定第２号 有限会社 度島水産 長崎県平戸市度島町大戸地先 次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　平戸市度島町大戸海岸護岸
標識Ａ
２　同市同町大戸海岸標識Ｂ（１
　　から北東方海岸沿いに３００
　　メートルのところ）

イ　１から３０８度１５分５５
　　０メートルのところ
ロ　２から３３２度３０分６２
　　０メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

北定第３号 生月漁業協同組合　　 長崎県平戸市生月町御崎字多
奈田地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　平戸市生月町御崎字多奈田
元　裏防波堤付根

イ　１から７８度４４分９００メートル
のところ　　　　　　　　　　　　　　ロ　１
から１２２度１４分７５０メートルのと
ころ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

北定第４号 生月漁業協同組合外１名　　 長崎県平戸市生月町里免字妙見地先 次のイ、ロ、ハの各点を順次結
んでイに至る各直線によって囲
まれた区域

１　平戸市生月町里免字妙見護
岸　標識

イ　１から９９度１４分４０
　　メートルのところ
ロ　１から５７度１,０８０メー
　　トルのところ
ハ　１から１１３度９６０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

北定第５号 舘浦漁業協同組合 長崎県平戸市生月町山田免日
草鼻地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　平戸市生月町山田免日草鼻
突

イ　１から８０度４６０メート
　　ルのところ
ロ　１から１３２度４６０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

北定第６号 宇久小値賀漁業協同組合 長崎県北松浦郡小値賀町斑島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　北松浦郡小値賀町斑島郷玉
石鼻標識
２　同郡同町平田郷ナスクリ海
岸
護岸標識

イ　１から１５度６２０メート
　　ルのところ
ロ　１から５０度８６０メート
　　ルのところ
ハ　１と２を結ぶ直線上１から
　　５１０メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

北定第８号 箱崎漁業協同組合 長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触竹ノ浦地先 次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市芦辺町箱崎諸津触前
諸津地のダンゴ岩突端
２　同市同町同触長瀬鼻東端標
識

イ　１から９２度１,４００メー
　　トルのところ
ロ　２から１１７度１,５００
　　メートルのところ
ハ　２から１１７度１３０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

北定第９号 生月漁業協同組合 長崎県平戸市生月町壱部浦正
前地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市生月町壱部浦正前沖
防
　　波堤標識Ａ
　　（同防波堤南端から北方
　　　６５メートル接合部）
２　同市同町壱部浦正前沖防波
堤
　　標識Ｂ
　　（１から防波堤沿いに北方
　　　２５０メ トルのところ）

イ　１から１２０度３５０メート
　　ルのところ
ロ　２から７５度４５０メートル
　　のところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 令和2年12月14日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

北定第１０号 生月漁業協同組合 長崎県平戸市生月町壱部加勢
川地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　平戸市生月町壱部加勢川波
止
    南端
２　同市同町壱部加勢川防波堤
標識
　　（１から防波堤沿いに北方２７
　　　５メートルの階段部）

イ　１から１０５度４５０メー
　　トルのところ
ロ　２から７０度４５０メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 令和2年12月14日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第１号 新魚目町漁業協同組合 長崎県南松浦郡新上五島町立
串郷小瀬良地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町立串郷
小瀬良波止付根標識

イ　１から６４度７４０メート
　　ルのところ
ロ　１から１４７度６７０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 8/10から6/30まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第２号 新魚目町漁業協同組合 長崎県南松浦郡新上五島町立
串郷明松地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町立串郷
明松鼻標識

イ　１から６２度６００メート
　　ルのところ　　　　　　　　　　　　ロ
１から９１度５８０メート
　　ルのところ

大型定置漁業 8/10から6/30まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第３号 新魚目町漁業協同組合 長崎県南松浦郡新上五島町小
串郷先筋地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町小串郷
先筋アクジリ鼻
２　同郡同町同郷先筋北波止突
端

イ　１から９７度５５０メート
　　ルのところ　　　　　　　　　　　　ロ
２から１１０度３０分６３
　　０メートルのところ

大型定置漁業 8/10から6/30まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第４号 新魚目町漁業協同組合 長崎県南松浦郡新上五島町小
串郷地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町小串郷
先筋北波止突端

イ　１から１１０度３０分５０
　　０メートルのところ
ロ　１から１１０度３０分６３
　　０メートルのところ
ハ　１から９８度６９０メート
　　ルのところ
ニ　１から９８度１２００メー
　　トルのところ
ホ　１から１３０度１１００
　　メートルのところ
ヘ　１から１３０度５００メー
　　トルのところ

大型定置漁業 8/10から6/30まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第５号 新魚目町漁業協同組合 長崎県南松浦郡新上五島町小串郷字仁蔵谷地先 次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町小串郷
字仁蔵谷標識

イ　１から８９度４７０メート
　　ルのところ
ロ　１から１３９度３２０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 8/10から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第６号 原　修
外213名

長崎県南松浦郡新上五島町似
首郷字二番地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町似首郷
字二番水垂南鼻標識
２　同郡同町同郷字二番水垂北
鼻標識

イ　１から８４度３６０メート
　　ルのところ
ロ　２から５４度３６０メート
　　ルのところ

大型定置漁業 8/1から3/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第７号 原　修
外213名

長崎県南松浦郡新上五島町似
首郷字二番地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町似首郷
字二番唐八瀬頂上
２　同郡同町同郷字二番ヨセゴ
ロ
　　ウ鼻東端

イ　１から１０４度４５分７０
　　０メートルのところ
ロ　２から７２度７００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 8/1から6/30まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

条件関係地区団体・個別の別存続期間漁場の位置漁業権者免許番号 漁業時期漁場の区域 漁業の種類



五定第８号 原　修
外213名

長崎県南松浦郡新上五島町丸
尾郷上葛瀬地先

次のイ、ロ、ハの各点を順次結
んでイに至る各直線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町丸尾郷
丸尾波止付根
２　同郡同町有川郷継子瀬頂上

イ　１から６５度の直線と２か
　　ら３５０度の直線との交点
ロ　１から５６度２０分の直線
　　と２から７度２０分の直線
　　との交点
ハ　１から７４度の直線と２か
　　ら２１度の直線との交点

大型定置漁業 8/1から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第９号 川渕　志朗
外220名

長崎県南松浦郡新上五島町有
川郷継子瀬地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町有川郷
継子瀬頂上

イ　１から３４度５００メート
　　ルのところ
ロ　１から８５度４００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 8/1から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第１０号 川渕　志朗
外220名

長崎県南松浦郡新上五島町有
川郷継子瀬地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町有川郷
継子瀬頂上

イ　１から３４度５００メート
　　ルのところ
ロ　１から４２度８００メート
　　ルのところ
ハ　１から７７度８００メート
　　ルのところ
ニ　１から８５度４００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 8/1から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第１１号 川渕　志朗
外220名

長崎県南松浦郡新上五島町小
河原郷野首地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町小河原
郷野首崎北西端
２　同郡同町同郷松ケ崎

イ　１から３４９度５５０メー
　　トルのところ
ロ　２から１０度５００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 8/1から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第１２号 川渕　志朗
外220名

長崎県南松浦郡新上五島町小
河原郷野首地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町小河原
郷野首崎北西端
２　同郡同町同郷松ケ崎

イ　１から３４９度５５０メー
　　トルのところ
ロ　２から１０度５００メート
　　ルのところ
ハ　２から１０度９００メート
　　ルのところ
ニ　１から３４９度９５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 8/1から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第１３号 有川町漁業協同組合 長崎県南松浦郡新上五島町赤
尾郷源五郎島地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町赤尾郷
源五郎島西端標識

イ　１から２４８度２０分２５
　　０メートルのところ
ロ　１から３２４度７００メー
　　トルのところ
ハ　１から０度６８０メートル
　　のところ

大型定置漁業 8/15から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 －

五定第１４号 株式会社　平瀬定置 長崎県南松浦郡新上五島町東
神ノ浦郷五斗ケ浦地先

次の２、イ、ロ、ハ、ニの各点を
順次結んで２に至る各直線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町東神ノ
浦郷五斗ケ浦カナシキ鼻
２　同郡同町同郷五斗ケ浦カナ
シ
　　キ北鼻
３　同郡同町同郷七石鼻北西端
４　同郡同町同郷平瀬北端

イ　２と３を結ぶ直線と１から
　　１１４度の直線との交点
ロ　１から１１４度７８０メー
　　トルのところ
ハ　１から８４度８００メート
　　ルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線と１から
　　８４度の直線との交点

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第１６号 株式会社　平瀬定置 長崎県南松浦郡新上五島町奈
良尾郷字金山地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈良尾
郷字金山岩標識

イ　１から４５度３６０メート
　　ルのところ
ロ　１から８２度４５０メート
　　ルのところ
ハ　１から１１６度４６０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第１７号 松園　文策 長崎県南松浦郡新上五島町日
島郷苫崎地先

次の１、２、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町日島郷
　 苫崎立岩標識
2　同郡同町同郷龍宮小島南東
　 端標識
3　同郡同町同郷苫崎海岸標識

イ　１から８４度４５０メート
　　ルのところ
ロ　１から１２３度４９０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第１８号 有限会社　有福水産 長崎県南松浦郡新上五島町有
福郷地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町有福郷
鳥帽子瀬帽子鼻突端標識

イ　１から３５度３０分５８０
　　メートルのところ
ロ　１から３３９度３０分６０
　　０メートルのところ

大型定置漁業 9/1から7/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第１９号 堀江　昭 長崎県南松浦郡新上五島町船
崎郷祝言島下ノ鼻南側地先

次の１、イ、ロ、ハ、二、２の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町船崎郷
祝言島下ノ鼻南側標識Ａ
２　同郡同町同郷同島下ノ鼻南
側標識Ｂ

イ　１から１７０度２７０メー
　　トルのところ
ロ　１から１７９度４５０メー
　　トルのところ
ハ　２から２４１度３０分５３
　　０メートルのところ
ニ　２から２５８度３０分４０
　　０メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければな
らない

五定第２０号 有限会社　祥福水産 長崎県南松浦郡新上五島町網
上郷唐ノ辺多北側地先

次の１、イ、ロ、ハ、二、２の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
唐ノ辺多北側標識Ａ
２　同郡同町同郷唐ノ辺多北側
標識Ｂ

イ　１から２８９度３６０メー
　　トルのところ
ロ　１から３０６度３０分５１
　　５メートルのところ
ハ　２から３５９度４５５メー
　　トルのところ
ニ　２から１６度３０分２７０
　　メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２１号 有限会社　永峯商店 長崎県五島市奈留町大串早房
地先

次の１、２、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　五島市奈留町大串早房梶ノ
羽鼻突端
２　同市同町大串早房コンブリ瀬
　　頂上
３　同市同町大串早房大岩標識

イ　２から６８度５００メート
　　ルのところ
ロ　３から９０度６００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２２号 片山　和彦 長崎県五島市猪之木町納屋ノ上
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市猪之木町納屋ノ上玄
魚鼻標識
２　同市同町納屋ノ上長瀬対岸
標識

イ　１から３４度３０分５００
　　メートルのところ
ロ　２から３１度４５分７００
　　メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない



五定第２３号 林田　敏美 長崎県五島市向町牛成地先 次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市向町牛成牛成鼻立石
標識

イ　１から３０２度４０分９０
　　メートルのところ
ロ　１から３９度６２５メート
　　ルのところ
ハ　１から８２度７００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 10/1から7/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２４号 林田　倫吉 長崎県五島市向町平瀬地先 次のイ、ロ、ハの各点を順次結
んでイに至る各直線によって囲
まれた区域

１　五島市向町平瀬南端 イ　１から９０度７５メートル
　　のところ
ロ　１から１４５度１,１１０
　　メートルのところ
ハ　１から１８４度１５分９６
　　５メートルのところ

大型定置漁業 10/1から7/15まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２５号 山下　勝 長崎県五島市富江町黒島カレホ
コ鼻地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市富江町黒島カレホコ
鼻
　　北東端
２　同市同町黒島宮ノ鼻北端

イ　１と２を結ぶ直線上１から
　　１００メートルのところ
ロ　１から２７度５５０メート
　　ルのところ
ハ　１から９０度５２０メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２６号 田端　一米造
外2名

長崎県五島市玉之浦町大宝美
良嶋地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町大宝美良嶋
標識Ａ
２　同市同町大宝美良嶋標識Ｂ

イ　１から３４度８４０メート
　　ルのところ
ロ　２から７１度７００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２７号 中村　利久 長崎県五島市玉之浦町大宝力
尾地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町大宝力尾岡
の下トビ瀬標識

イ　１から２０６度３６０メー
　　トルのところ
ロ　１から１５５度３５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２８号 竜祐丸水産　株式会社 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
真首地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦真首
標識

イ　１から２３０度４１０メー
　　トルのところ
ロ　１から１９５度３６０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第２９号 小田　忠 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
別当岐地

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦別当
岐標識

イ　１から３０度２００メート
　　ルのところ
ロ　１から９０度２００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３０号 川脇　繁 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
猫渕崎地先

次の１、イ、ロ、の各点を順次結
んで１に至る各直線によって囲
まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦戸竹
崎猫渕崎標識

イ　１から３８度２３０メート
　　ルのところ
ロ　１から８７度１８０メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３１号 永尾　政幸 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
鮪網代地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦鮪網
代音浦標識

イ　１から３０５度５００メー
　　トルのところ
ロ　１から２７１度４２０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３２号 川脇　大介 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
黒小浦地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦黒小
浦モリカド標識

イ　１から５１度３００メート
　　ルのところ
ロ　１から１３１度３１０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３３号 柿森　強　 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
浅切地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦浅切
浦赤瀬

イ　１から１９７度３５０メー
　　トルのところ
ロ　１から１１４度３５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３４号 有限会社 坂本水産 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
銭亀渕地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦銭亀
渕小島北側標識

イ　１から３１０度３３０メー
　　トルのところ
ロ　１から２０度２７０メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３５号 柿森　強 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
銭棚地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦浅切
銭棚標識

イ　１から３１５度４３０メー
　　トルのところ
ロ　１から２８４度４３０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３６号 坂本　三徳 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
黒瀬立瀬地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦黒瀬
立瀬標識

イ　１から２９９度５５０メー
　　トルのところ
ロ　１から３３５度４５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３７号 黒瀬水産 株式会社 長崎県五島市玉之浦町玉之浦
黒瀬地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦黒瀬
海岸標識

イ　１から２９度５１０メート
　　ルのところ
ロ　１から９０度５５０メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３８号 黒瀬水産 株式会社 長崎県五島市玉之浦町頓泊地
先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町頓泊大バエ
標識Ａ
２　同市同町頓泊大バエ標識Ｂ
（１から２３８度１８５メートルのと
ころ）

イ　１から３０５度６６０メー
　　トルのところ
ロ　２から２６２度７５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 11/1から5/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第３９号 株式会社 三井楽定置 長崎県五島市三井楽町高崎地
先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市三井楽町高崎高崎鼻
突端標識
２　同市同町高崎高崎公園護岸
標識（高崎防波堤付根から同護
岸沿いに北へ３７．６メートルの
ところ）

イ　１から５６度３３５メート
　　ルのところ
ロ　１から５６度１,１５０メー
　　トルのところ
ハ　２から１００度１,１００
　　メートルのところ
ニ　２から１００度３７５メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第４０号 株式会社 三井楽定置 長崎県五島市三井楽町濱ノ畔下
段場地先

次の１、２、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　五島市三井楽町濱ノ畔下段
場魚見下跡掛突端
２　同市同町濱ノ畔下段場赤瀬
頂上
３　同市同町濱ノ畔八ノ川北防
波堤起点

イ　２から４２度９００メート
　　ルのところ
ロ　３から６１度１,３４０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 11/23から6/7まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

五定第４１号 川上　力外３名 長崎県五島市岐宿町立小島地
先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市岐宿町岐宿立小島西
端
２　同市同町岐宿立小島東端大
岩

イ　１から３１９度９２０メートル
のところ
ロ　２から３３８度９１２メー
　　トルのところ

大型定置漁業 11/1から6/30まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない



対定第１号 上対馬町漁業協同組合外１名 長崎県対馬市上対馬町西泊びょ
うぶ瀬地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町西泊こまぶ
し崎西端標識
２　同市同町西泊びょうぶ瀬頂
上

イ　１から１３６度１,１００
　　メートルのところ
ロ　２から９７度７００メート
　　ルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第２号 峰町東部漁業協同組合外２名 長崎県対馬市峰町志多賀椎の
浦地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市峰町志多賀椎の浦下
鼻標識

イ　１から９０度５６０メート
　　ルのところ
ロ　１から１２５度５６０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第３号 峰町東部漁業協同組合外２名 長崎県対馬市峰町志多賀位ノ平
地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市峰町志多賀位ノ平海
岸標識

イ　１から８２度４００メート
　　ルのところ
ロ　１から１５３度４００メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第４号 峰町東部漁業協同組合外２名 長崎県対馬市峰町佐賀地先 次の１、イ、ロ、ハ、ニの各点を
順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

１　対馬市峰町佐賀虫ばい魚瀬
鼻標識

イ　１から７７度３０分３５０
　　メートルのところ
ロ　１から８２度８５０メート
　　ルのところ
ハ　１から１１３度３０分８５
　　０メートルのところ
ニ　１から１２５度３５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第５号 峰町東部漁業協同組合外２名 長崎県対馬市峰町佐賀石ケ浦
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市峰町佐賀石ケ浦下鼻
突端標識

イ　１から６８度３２０メート
　　ルのところ
ロ　１から７７度３０分９７０
　　メートルのところ
ハ　１から９５度５分９７０
　　メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第６号 峰町東部漁業協同組合外２名 長崎県対馬市峰町佐賀馬込地
先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市峰町佐賀馬込上鼻突
端標識

イ　１から８６度３５分１,０３
　　０メートルのところ
ロ　１から１０３度３０分１,０
　　４０メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第７号 美津島町漁業協同組合外１名　 長崎県対馬市美津島町鴨居瀬
泊島地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬泊島
大岩標識

イ　１から２０度４７０
　　メートルのところ
ロ　１から３４６度４６０
　　メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第８号 美津島町漁業協同組合外１名　 長崎県対馬市美津島町大船越
地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町大船越網掛
崎西側サマガタン標識

イ　１から２４０度４００メー
　　トルのところ
ロ　１から１８０度４５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第９号 美津島町高浜漁業協同組合外１名 長崎県対馬市美津島町雞知くぶ
ら地先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町雞知くぶら
標識

イ　１から１１９度８０５メート
ルのところ
ロ　１から１４４度８８５メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第１０号 中村　祐喜外１１名 長崎県対馬市厳原町豆酘網代
場地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市厳原町豆酘豆酘崎金
石海岸下標識
２　同市同町豆酘網代かろうと岩

イ　１から２８４度３０分６６
　　５メートルのところ
ロ　２から２６２度６２０メートル
のところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第１１号 美津島町漁業協同組合外１名　 長崎県対馬市美津島町尾崎地
先

次の１、イ、ロの各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町尾崎長手崎
標識

イ　１から７度
　　６６０メートルのところ
ロ　１から３４３度
　　６６０メートルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第１２号 伊奈漁業協同組合外１名 長崎県対馬市上県町伊奈地先 次のイ、ロ、ハの各点を順次結
んでイに至る各直線によって囲
まれた区域

１　対馬市上県町伊奈杓子瀬岩 イ　１から１９５度３０分８０
　　メートルのところ
ロ　１から１４０度４３０メー
　　トルのところ
ハ　１から２１２度５５０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 平成30年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない

対定第１４号 伊奈漁業協同組合外１名 長崎県対馬市上県町志多留地
先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町志多留立石
２　同市同町志多留シゲザキ標
識
（１から北東方海岸沿いに２４０
メートルのところ）

イ　１から１９４度４５０メー
　　トルのところ
ロ　２から１６３度６１０メー
　　トルのところ

大型定置漁業 1/1から12/31まで 令和元年9月1日～令和5年8月31日 個別漁業権 － イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない
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